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 独占禁止法改正法の施行に伴い整備する関係政令等について 

 

令和２年８月２８日 

公 正 取 引 委 員 会  

 

 公正取引委員会は，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部

を改正する法律」（令和元年法律第４５号。以下「改正法」といいます。）の施行

に伴い必要となる関係政令等について，意見公募手続を行うなど整備を進めてき

たところ，関係政令が本日閣議決定されました。意見公募手続等を経て取りまと

めた関係政令等を以下のとおり公表します。 

 なお，改正法の施行準備（調査協力減算制度〔後記第２の２参照〕の導入，課

徴金の算定方法の見直し等）は，今回の関係政令等の整備をもって措置済みとな

ります。 

 

第１ 関係政令の整備について 

公正取引委員会は，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行

令」の一部改正（案）及び改正法の施行に伴う経過措置に関する政令（案）を

令和２年６月２９日に公表し，７月２８日を期限として，広く意見を募集し

ました。 

公正取引委員会において，提出された３件の意見等を慎重に検討した結果，

法制的観点から所要の修正を加えた上で，「私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律施行令の一部を改正する政令」（以下「改正施行令」といいま

す。）として，別紙１－１及び１－２のとおり公表します（注１）。提出され

た意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙２のとおりで

す。 

（注１）改正施行令は，意見公募手続開始時に公表した「私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律施行令」の一部改正（案）及び改正法の施行に伴う経過措

置に関する政令（案）を合わせて法制的観点から所要の修正を加えたものです。 

（※）提出された意見等は，公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室にお

いて閲覧に供します。 

第１，第２の１及び第３に関する問い合わせ先  

       公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室 

        電話 ０３－３５８１－５４８５（直通） 

第２の２に関する問い合わせ先  

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課企画室 

        電話 ０３－３５８１－３３８６（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 
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第２ 公正取引委員会規則等の整備について 

  １ 「公正取引委員会の審査に関する規則」の改正 

改正法により，事業者が公正取引委員会の求めに応じず課徴金の計算の基

礎となるべき事実の報告等を行わない場合，公正取引委員会規則で定める方

法により，課徴金の算定基礎となる売上額等を推計して，課徴金の納付を命

じることができることとされました。 

これを受け，公正取引委員会は，「公正取引委員会の審査に関する規則」の

一部改正（案）を令和２年６月２９日に公表し，７月２８日を期限として，広

く意見を募集しました。 

公正取引委員会において，提出された１件の意見を慎重に検討した結果，

原案のとおり，「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部を改正し，別紙

３のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委

員会の考え方は別紙４のとおりです。 

 

  ２ 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の改正等 

改正法により，課徴金減免制度に，事業者の協力が事件の真相の解明に資

する程度に応じて課徴金の減算率を決定する仕組み（以下「調査協力減算制

度」といいます。）を導入することとされました。 

これを受け，公正取引委員会は，「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出

に関する規則」の全部改正（案）及び「調査協力減算制度の運用方針」（案）

を令和２年４月２日に公表し，５月１５日を期限として，広く意見を募集し

ました（注２）。 

公正取引委員会において，提出された１８件の意見等を慎重に検討した結

果，原案を一部変更した上で，「課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提

出に関する規則」及び「調査協力減算制度の運用方針」として，別紙５及び

別紙６のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公正取

引委員会の考え方は別紙７のとおりです。また，原案からの変更点は別紙８

及び別紙９のとおりです。 

（注２）「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」のうち，調査協力

減算制度（第１条から第１９条まで及び様式第１号から様式第４号まで）以

外の改正箇所については，令和２年６月２９日に原案を公表し，７月２８日

を期限として，広く意見を募集しました。 

（※）提出された意見等は，公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室にお

いて閲覧に供します。 

 

第３ 改正法等の施行期日について 

改正法の施行期日については，別紙１０のとおり，令和２年１２月２５日
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となります（注３）。これに伴い，前記第１の関係政令及び第２の公正取引委

員会規則等についても同日に施行されます。 

（注３）一部の改正規定（検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ，課徴

金の延滞金の割合の引下げ等）については，令和元年７月２６日及び令和２

年１月１日に施行済みです。 

 


